
 
 
 

 第 
 

 

号 
 
 

 

改  

葬  

許  

可  

申  

請  

書 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

前
記
の
と
お
り
改
葬
許
可
を
受
け
た
く
墓
地
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

令
和 

 
 

年 
 
 

月 
 
 

日 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

茂 

原 

市 

長 
 
 

市 

原 
 

淳 
 

 

申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
死

亡
者
と
の
続
柄
及
び
墓
地
使

用
者
等
と
の
関
係 

改 
 

葬 
 

の 
 

場 
 

所 

改 
 

葬 
 

の 
 

理 
 

由 

埋
葬
又
は
火
葬
の
年
月
日 

埋

葬

又

は

火

葬

の

場

所 

死 
 

亡 
 

年  

月  
日 

死 

亡 

者 

の 
性 

別 

死 

亡 
者 

の 

氏 

名 

死 
亡 

者 

の 

住 

所 

死 

亡 

者 

の 

本 

籍 

茂
原
市
道
表
一
番
地 

茂
原
太
郎 

長
男 

 

※
続
柄
は
死
亡
者
か
ら
み
た
関
係
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

〇
〇
市
△
△
△
番
地 

 
 

□
□
□
霊
園 

※
改
葬
先
の
所
在
地
・名
称
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

新
規
墓
地
購
入
の
た
め 

 

※
「新
規
墓
地
に
納
骨
す
る
た
め
」、
「墓
じ
ま
い
の
た
め
」な
ど
理
由
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

平
成
○
年
○
月
○
日 

 
 

※
火
葬
の
場
合
・・・火
葬
し
た
年
月
日 

 

土
葬
の
場
合
・・・土
葬
し
た
年
月
日 

長
生
郡
長
南
町
報
恩
寺
五
七
九
番
地 

長
南
聖
苑 

※
火
葬
の
場
合
・・・火
葬
し
た
場
所 

 

土
葬
の
場
合
・・・土
葬
し
た
場
所 

平
成
○
年
○
月
○
日 

女 茂
原 

花
子 

 

華
子 

 
 

茂
原
市
道
表
一
番
地 

 
 
 
 
 

※
死
亡
時
の
住
所 

茂
原
市
道
表
一
番
地 

 
 

※
死
亡
時
の
本
籍 

前
記
埋
葬
の
事
実
を
認
め
ま
す
。 

申

請

者 

住

所

氏

名 

墓
地
管
理
者 

住

所

氏

名 

茂
原
市
道
表
一
番
地 

茂
原 

太
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
話
番
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

□
□
市
○
○
○
番
地 
○
○
○
霊
園 

宗
教
法
人
△
△
△
寺 

代
表
役
員 

□
□ 

〇
〇 

 

電
話
番
号 

空
欄 

空欄のないよう、すべての欄を埋めてください。 

戸籍・除籍・寺の過去帳などを調べてもわからない時はご相談ください。 

訂正がある場合は、二重線で消してください。 

ご記入いただいた申請書をもとに許可書を作成するため、訂正箇所がそのまま

許可書へ表示されます。記入の際はご注意ください。 

火葬の場合、茂原市では 

〈昭和 38年～平成 10年〉 

「茂原市営火葬場」 

住所：茂原市綱島 814 地先

が稼働 

 

〈平成10年5月1日～現在〉 

「長南聖苑」 

住所：千葉県長生郡長南町 

報恩寺 579番地が稼働 

記載例 

※ 

一
遺
骨
に
つ
き
一
枚
必
要
で
す
。 

 

墓
地
管
理
者
の
証
明
を
受
け
て
か
ら
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 


